
　　
固
定
資
産
の
う
ち
、償
却
資
産（
事
業

の
用
に
供
す
る
資
産
）の
所
有
者
の
方
は
、

毎
年
1
月
1
日
の
状
況
を
1
月
31
日
ま

で
に
申
告
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。申

告
が
お
済
み
で
な
い
方
は
、早
め
に
申
告
さ

れ
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。申
告
書
は

12
月
中
に
送
付
し
て
い
ま
す
が
、届
い
て
い

な
い
場
合
は
郵
送
し
ま
す
の
で
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。

【
問
合
せ
】総
務
部
税
務
課
資
産
税
係

☎
9
4
5
・
4
7
2
9（
内
線
1
4
5
）

　
西
原
町
の
物
品
及
び
そ
の
他
に
入
札
参

加
を
希
望
す
る
者
は
、入
札
参
加
資
格
審

査
を
受
け
、名
簿
に
登
録
さ
れ
る
こ
と
が

必
要
で
す
。名
簿
登
録
の
受
付
を
行
い
ま

す
の
で
、希
望
さ
れ
る
方
は
申
請
書
の
提

出
を
お
願
い
し
ま
す
。

【
受
付
期
間
】2
月
1
日（
金
）〜
2
月
28

日（
木
）※
た
だ
し
、土
日
祝
日
を
除
く
。

9
：
00
〜
11
：
00
、13
：
00
〜
16
：
00

　
期
間
後
半
は
混
み
合
い
ま
す
の
で
、早

め
の
提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

【
要
領
配
布
先
・
受
付
場
所
】総
務
部
総

務
課（
本
庁
舎
1
階
）

　
西
原
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
提
出
要
領
な

ど
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

【
問
合
せ
】総
務
部
総
務
課

☎
9
4
5
・
5
0
1
1

【
試
験
日
】3
月
6
日（
水
）14
：
00
〜

16
：
00

【
試
験
会
場
】西
原
町
社
会
福
祉
セ
ン
タ
ー

研
修
室

【
試
験
内
容
】筆
記
試
験（
基
礎
知
識
）

実
技
試
験（
読
取
）テ
レ
ビ
画
面
に
提
示
さ

れ
る
手
話
を
日
本
語
に
訳
出（
表
現
）日

本
語
の
音
声
を
手
話
に
訳
出

【
受
験
資
格
】次
の
す
べ
て
を
満
た
し
た
者

・
平
成
25
年
４
月
1
日
現
在
、20
歳
に
到

達
し
て
い
る
者
。

・
手
話
奉
仕
員
養
成
課
程
修
了
者
ま
た
は

そ
れ
と
同
等
の
知
識
及
び
技
術
を
有
す

る
者
。

【
申
込
受
付
期
間
】2
月
25
日（
月
）〜
3

月
1
日（
金
）

【
提
出
書
類
】登
録
申
請
書（
申
請
書
は

福
祉
部
介
護
支
援
課
に
あ
り
ま
す
。）

【
申
込
先
】福
祉
部
介
護
支
援
課

☎
9
4
5
・
5
0
1
3

○
自
然
と
ふ
れ
あ
う
家
族
の
つ
ど
い「
母

子
･
父
子
家
庭
キ
ャ
ン
プ
」

【
開
催
日
】2
月
23
日（
土
）〜
24
日（
日
）

【
場
所
】県
立
石
川
青
少
年
の
家

【
募
集
対
象
・
定
員
】5
歳
以
上
の
子
ど
も

の
い
る
母
子
･
父
子
家
庭
の
家
族
20
組

【
参
加
費
用
】1
人
あ
た
り
2
千
円

【
申
込
期
間
】2
月
13
日（
水
）〜
20
日

（
水
）

【
申
込
方
法
】お
電
話
で
直
接
お
申
込
く

だ
さ
い
。

【
申
込
み・
問
合
せ
】県
立
石
川
青
少
年
の
家

☎
9
6
4
・
3
2
6
3（
担
当
：
古
謝
）

○
自
然
と
ふ
れ
あ
う
家
族
の
つ
ど
い「
石
川

岳
自
然
観
察
」

【
開
催
日
】3
月
10
日（
日
）9
：
00
〜

14
：
15

【
場
所
】県
立
石
川
青
少
年
の
家

【
募
集
対
象
・
定
員
】家
族（
小
学
生
以

上
）ま
た
は
個
人（
大
人
）50
名
程
度

【
参
加
費
用
】1
人
あ
た
り
2
0
0
円（
保

険
料
そ
の
他
） 

【
申
込
期
間
】2
月
26
日（
火
）〜
3
月
5

日（
火
）

【
申
込
方
法
】お
電
話
で
直
接
お
申
込
く

だ
さ
い
。

【
申
込
み・
問
合
せ
】県
立
石
川
青
少
年
の
家

☎
9
6
4
・
3
2
6
3（
担
当
：
上
運
天
）

○
不
法
電
波
が
電
波
環
境
に
影
響
を
与

え
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

○
無
線
機
の
使
用
に
は
　 

技
適
マ
ー
ク
の

確
認
を
！

○
外
国
規
格
の
無
線
機
は
、国
内
で
は
使

用
で
き
ま
せ
ん
。

【
問
合
せ
】総
務
省
沖
縄
総
合
通
信
事
務

所
監
視
調
査
課
☎
8
6
5
・
2
3
0
8

http://w
w
w
.soum

u.go.jp/soutsu/ok
inaw
a/

心
よ
り
、感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

○
山
里
榮
子
様（
字
小
波
津
）よ
り
、故

夫
勝
さ
ん
の
香
典
返
し
と
し
て
町
人

材
育
成
会
に
3
万
円
の
寄
附
が
あ
り

ま
し
た
。

　　
広
報
に
し
は
ら
1
月
号
の
3
ペ
ー
ジ
で

掲
載
し
た「
平
成
25
年
2
月
2
日（
土
）は

「
西
原
町
教
育
の
日
」で
す
!
」の
記
事
の

中
で
、一
部
誤
り
が
あ
り
ま
し
た
。

（
誤
）小
波
津
団
地
か
も
め
子
ど
も
会

（
正
）小
波
津
子
ど
も
会

　
読
者
の
み
な
さ
ま
及
び
関
係
各
位
に
ご

迷
惑
を
お
か
け
し
た
こ
と
を
お
詫
び
申
し

上
げ
ま
す
。

　
西
原
町
社
会
教
育
委
員（
仲
門
勇
市

会
長
）は
、12
月
20
日
に
町
教
育
委
員
会

（
波
平
常
則
教
育
長
）へ「
社
会
教
育
の
現

状
と
課
題
に
関
す
る
第
4
次
提
言
」を
行

い
ま
し
た
。こ
の
よ
う
に
市
町
村
の
社
会
教

育
委
員
が
自
ら
検
討
し
、教
育
委
員
会
へ

提
言
す
る
の
は
県
内
で
も
わ
ず
か
の
例
し

か
あ
り
ま
せ
ん
。町
教
育
委
員
会
で
は
こ
の

提
言
を
受
け
、今
後
の
教
育
行
政
の
運
営

に
つ
い
て
検
討
し
ま
す
。

《
提
言
の
重
点
的
な
取
組
み（
概
略
）》

①
地
域
住
民
の
声
を
教
育
行
政
に
反
映

さ
せ
る
た
め
、地
域
住
民
と
の
意
見
交

換
の
場
と
し
て「
地
域
教
育
懇
談
会

（
仮
称
）」を
実
施
す
る
こ
と
。

②
社
会
教
育
委
員
及
び
社
会
教
育
関
係

職
員（
社
会
教
育
主
事
･
社
会
教
育

関
係
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
等
）の
人
材
を

育
成
す
る
た
め
に
県
内
外
へ
の
研
修
派

遣
す
る
こ
と
。

平
成
25
・
26
年
度
西
原
町
入
札
参
加
資
格

審
査
申
請
書（
物
品
・
そ
の
他
）の
募
集

西
原
町
手
話
通
訳
者
等
派
遣
事
業
登
録

試
験
実
施
要
項

沖
縄
県
立
石
川
青
少
年
の
家

主
催
事
業
の
ご
案
内

西
原
町
社
会
教
育
委
員
が
、町
教
育
委

員
会
へ
第
4
次
提
言

愛
の
贈
り
物

1
月
号
の
お
詫
び
と
訂
正

お
知
ら
せ
で
ー
び
る

お
知
ら
せ
で
ー
び
る

お
知
ら
せ
で
ー
び
る
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事
業
者
の
み
な
さ
ま
へ

〜
償
却
資
産（
固
定
資
産
税
）の
申
告
は

お
済
み
で
す
か
？

守
っ
て
！
電
波
の
ル
ー
ル

2
月
は「
不
法
無
線
局
未
然
防
止
強
化

期
間
」で
す

●町内相談機関●

総合相談 日常生活の
あらゆる相談

時間／午前10時～午後４時
　　　（正午～午後1時を除く）
月／福祉相談　宮良律子
火／一般お悩み相談　諸見里美和
水／法律相談 （午後１時～４時）
　　垣花豊順 （弁護士）
木／消費生活相談　大城恵美
金／こども悩み相談　金城功恵
第１金／ひきこもり相談　サポートステーション那覇
問合せ／西原町社会福祉センター内
総合相談所　☎835-8822　☎945-3651
※予約優先

教育相談 不登校生徒及び保護
者への支援、助言

月～金　午前8時30分～午後5時15分
 （正午～午後1時を除く）
相談員／与那嶺 力、屋比久 薫、佐久川弥生
問合せ／教育委員会相談室　☎944-3603

行政相談 行政に対しての
苦情や要望

行政相談委員／平良ヨシ江
　　　　　　　大城　恵子
基本は随時、但し、第4火曜は巡回相談：
午前10時～午後4時（正午～午後1時を除く）
問合せ／総務部企画財政課　☎945-5340

人権相談 人権に関する
相談

随時　相談員／安里政雄、知花 正、
　　　　　　　當眞信子、仲宗根好美
問合せ／総務部総務課　☎945-5011
※要電話受付

法律相談 弁護士による
法律に関する相談

第３火曜日 午後2時～５時半
相談員／永吉盛元
問合せ／総務部総務課　☎945-5011
※要事前予約

精神障害者相談 精神的悩み
の相談

月火木金：午前９～12時、午後２～6時
水  ・  土：午前９～12時
医師／城間政州
問合せ／城間医院　☎945-4551

地域包括支援センター 高齢者に
関する相談

随時　相談員／玉城、与那嶺、新垣
問合せ／西原敬愛園内　☎882-0117

窓口相談 何でも相談

第１・第３火曜日（祝日の場合は翌週）
午前10時～午後４時（正午～午後１時を除く）
相談員　上木律子
問合せ／総務部企画財政課　☎945-5340

No.492 H25.2.1

『おきなわマラソン』開催の伴う交通規制のお願い
　2月17日（日）に「2013おきなわマラソン」が開催されます。この大会は、中部広
域の活性化促進を目的とした、日本陸連公認の競技マラソン部門及び一般参加型の
市民マラソン部門と高校・一般10kmロードレース部門を併設したマラソン総合イ
ベントで、競技力向上と沖縄県のスポーツ振興に貢献すると共に観光立県を掲げる
本県の経済振興に大きく寄与することを目的としています。
 
 　レースは、沖縄県総合運動公園を9時にスタート、15時15分にフィニッ
シュのフルマラソンです。レース中は警察官や大会役員の指示、案内標識等に従っ
て交通規制へのご協力をお願いします。また、応援などでのコース路上の駐車は、非
常に危険ですのでご注意ください。

○ドライバーのみなさまへ
 おきなわマラソンでは長時間にわたり交通規制が行われるため、大変ご迷惑をお
かけしますが、一万余の参加者の安全のため、ご理解ご協力をよろしくお願いいた
します。

○ 応援団のみなさまへ
１．会場となる沖縄県総合運動公園やコース沿道に応援でお出かけの際は、バス
やタクシーをご利用ください。

２．応援のために自家用車でお出かけの際は、コース付近では警察官及び係員の
指示に従ってください。ランナーの安全確保及び緊急車両の通行の妨げに
なりますので、コース及び沿道の反対車線への駐車はご遠慮ください。

３．大会会場及びコース周辺に持ち込んだゴミは、各自で責任を持ってお持ち帰
りください。

お問い合わせ　おきなわマラソン実行委員会事務局　☎930-0088

主な幹線道路交差点の交通規制時間

県総合運動公園

泡瀬交差点

与勝交差点

太田交差点

安慶名交差点

栄野比交差点

知花交差点

池武当交差点

第２ゲート入口

第５ゲート入口

球陽高校前交差点

山内交差点

ライカム交差点

瑞慶覧交差点

石平交差点

安谷屋交差点

渡口交差点

  ８：４５～１１：００

  ８：５0～１０：1５

  ９：20～１０：30

  ９：35～１１：００

  ９：４５～１１：４０

  9：5５～１２：05

１０：１5～１２：５5

１０：１５～１3：0５

１０：２5～１３：25

１０：３5～１３：３0

１０：40～１３：55

１０：４５～１４：０５

１０：４５～１４：１５

１０：５０～１４：２０

１０：５5～１４：２５

１０：５５～１４：３０

１１：０５～１５：００

　　

〈相談内容〉
不動産登記、 会社設立・登記、 分筆、 裁判手続
相続、遺言、後見人、借金問題 などの法律相談

℡ 882－8177　70120－36－7930　営業時間 平日AM9：00～PM6：00　
代表司法書士　喜 屋 武　  力

完全個室の相談ブース完備。
お気軽にご相談ください。（要予約）
※借金問題は初回相談無料です

きゃん事務所

相 続　遺 言　後 見 人　借 金 など
司 法 書 士 に
ご相談ください

与那原町字東浜23番地 2


